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【手続補正書】
【提出日】平成29年12月19日(2017.12.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　家庭からのゴミを処理するための熱分解チャンバであって、
　前記ゴミ用の容器であって、外壁、熱伝導性内壁、及び作動流体が配置される当該２つ
の壁の間の密閉された空隙を有する二重殻の密閉容器によって画定され、密閉された不活
性な２相熱伝達システムとされた容器と、
　前記密閉容器と熱的に接触している少なくとも１つの加熱要素と、を備える、熱分解チ
ャンバ。
【請求項２】
　前記密閉容器が、前記内壁から前記容器の内部空間の中へ延在する少なくとも１つの熱
伝導性ピンを有する、請求項１に記載の熱分解チャンバ。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのピンが、中空であり、前記ピンの中空内部が、前記空隙と流体連
通している、請求項２に記載の熱分解チャンバ。
【請求項４】
　前記加熱要素が、電気加熱要素である、請求項１から請求項３のうちいずれか１項に記
載の熱分解チャンバ。
【請求項５】
　前記作動流体が、水、Ｄｏｗｔｈｅｒｍ　Ａ、及びナトリウムのうちの１つである、請
求項１から請求項４のうちいずれか１項に記載の熱分解チャンバ。
【請求項６】
　家庭用の住居であって、前記住居で生じる廃棄物を処理するための熱分解ユニットを有
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し、前記熱分解ユニットの生成物が、前記住居のエネルギー出力を生成するために燃焼さ
れる、住居。
【請求項７】
　前記熱分解ユニットが、前記家庭からの前記廃棄物用の容器を有する、請求項６に記載
の住居。
【請求項８】
　前記エネルギー出力には、暖房及び／又は衛生用途のための加熱水供給源が含まれる、
請求項６又は請求項７に記載の住居。
【請求項９】
　前記熱分解ユニットの前記生成物が、合成ガス及び／又はオイルを含む、請求項６から
請求項８のうちいずれか１項に記載の住居。
【請求項１０】
　前記熱分解ユニットの前記生成物が、残留物を含み、前記熱分解ユニットが、前記残留
物の処理を可能にするために下水道システムへの接続を有する、請求項６から請求項９の
うちいずれか１項に記載の住居。
【請求項１１】
　前記熱分解ユニットの前記生成物が、更に第２の燃料と組み合わせて燃焼される、請求
項６から請求項１０のうちいずれか１項に記載の住居。
【請求項１２】
　前記熱分解ユニットの生成物を受容するように適合され、配管内を循環する水を加熱す
るために前記住居内に設置される前記配管に接続される、炉を含む、請求項６から請求項
１１のうちいずれか１項に記載の住居。
【請求項１３】
　前記熱分解ユニットが、請求項１から請求項５のうちいずれか１項に記載の熱分解チャ
ンバを有する、請求項６から請求項１２のうちいずれか１項に記載の住居。
【請求項１４】
　家庭からのゴミを処理するための熱分解チャンバであって、
　略円筒の容器と、
　底部と、
　蓋によって使用中に封止可能な開口した上端と、
　前記容器の表面から前記ゴミの内部へ熱を導入するための、前記底部から上方に延在す
る複数のスパイクと、を有する、熱分解チャンバ。
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